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17 部活動について 

 

１ 部活動の種類 

  （１）放課後や休日などに活動する部活動 

  （２）同好会や愛好会 

  （３）体育科においては専攻実技と同一種目 

 

２ 活動参加の基本 

  （１）全生徒がいずれかの部活動に所属して活動しなければならない。 

  （２）１－（２）は、同好の志が集まって職員会議と生徒総会の承認を得て作るもので、放 

課後や休日などに部活動の支障にならない範囲内で活動する。旅費の補助等はしない。 

 

３ 部活動登録 

  （１）全生徒が必ずいずれか１つの部活動に登録する。兼部する場合は、双方の部顧問の了

承を得ること。 

  （２）登録は4月に行うものとするが、1年生は次の手順で登録する。 

    部活動紹介⇒見学⇒活動⇒本登録 

  （３）登録は登録時点から年度末までの1年間有効で、年度途中での変更は原則として認め 

ない。ただし、特別な理由のため変更する場合は転部願を提出する。 

 

４ 部活動の活動 

  （１）試合出場及びコンクール、発表会、調査・研究、取材旅行などにおける遠征費支出基 

準は別に定める。 

  （２）試合・遠征等に公欠扱いで参加できる生徒の人数は、部活動顧問が所定の用紙で申請

するものとする。 

  （３）練習試合・合宿等については下記の願書を添えて係まで提出する。 

     ①日帰りの校外における練習試合 

 『大会参加願』（様式有り）を 3日前までに提出する。 

     ②宿泊を伴う校外における練習試合 

 『大会参加願』（様式有り）及び『合宿計画書』（日程・場所・参加者名簿・経費・交

通手段・加入保険・引率者等）を 7日前までに提出して、保護者承諾書は顧問が保

管する。 

  （４）①公欠に関しては、高体連・高文連・高野連主催・共催の大会及び上位大会の予選を

兼ねている大会に限る。 

     ②上記以外の大会参加については別途審議（普通科長、体育科長、教務部長、生徒指

導部長、運動部長、学芸部長）し、学校長の決裁をもらう。 
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５ 定期考査前の活動 

 ＜基本方針＞ 

柴田高校の生徒はスポーツや文化活動をすることはライフスタイルの一部である。部活動も

学習も普段から計画的に取り組むのが望ましい。 

  

＜基本原則＞ 

① 考査１週間前から部活動停止 

② 大会が考査前後１週間の間にある部活動については活動を許可する。 

＜活動条件＞ 

① 考査１週間前から部活動停止ではあるが、学習成績に問題ない生徒は保護者同意のもと

活動申請して、許可制で活動することもできる。 

② 欠点保有者は、選手でも活動することはできない。但し大会出場を目前に控えているも

のについては、別途審議する。 

③ 平日は、18時まで活動することができる。 

④ 考査中は、15時まで活動することができる。 

⑤ 休日は、部活動ガイドラインに沿うものとする。 

⑥ 活動の内容については、顧問指導のもと実施する。 

⑦ 専攻実技の授業は行う。     

＜申請用紙＞  

申請用紙は各部活動顧問へ提出する。 

部活動顧問 申請者一覧作成→生徒指導部→各学年・教科で確認・審議し許可される。 

 

６ 大会・合宿の参加 

   次のいずれかに該当する者は、大会や合宿参加を認めない。 

  （１）学業不振の者 

  （２）学校の規定に違反している者 

 

７ 校内合宿 

  宮城県柴田高等学校校内合宿規定参照 

 

８ その他 

  （１）他校との練習試合は双方の顧問が付き添い実施すること。 

  （２）部室・用具等は常に整理整頓し、顧問は責任を持ち管理すること。 

  （３）練習試合等における昼食費の補助はしない。 


